
◎令和6年度予算の執行状況 ※執行状況は令和6年9月30日現在のものです。また、
  現計予算額には前年度からの繰越分を含んでいます。

◆一般会計 (単位:千円)

◆特別会計 (単位:千円)

4,495,284

19,140,710

16,497,085

29,488,904

 住宅新築資金等貸付事業 2,672

 後期高齢者医療事業

 競輪事業

 国民健康保険事業

 介護保険事業

収入率

54.7% 

32.2% 

55.2% 

71.4% 

議会費

総務費

359,919

5,784,908

33,257,822

6,035,534

109,666

137,943

64.1% 

12.6% 

0.0% 

230.1% 

7,734,979

12,728,867

6,431,295

8,674,769

747,690

43.2% 

4.9% 

4,360,399

39.0% 

1,221,603

415,284

38.1% 

歳　　　　　　入

分担金及び負担金

使用料及び手数料

地方交付税

21,619,805

11,060,603

7,499,798

2,464,124

歳　　　　　　出

区　分

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

746,134

支出済額 執行率

52.0% 

39.4% 

187,270

2,280,033

現計予算額

国庫支出金

繰越金 1,341,573

416,806

5,033,512

3,975,394

956,551

705,228

市　税

地方譲与税

県支出金 5,581,215

13,217,784

現計予算額

159,681

754,742

38.5% 

収入済額区　分

11,831,025

240,313

15,485,000

74,942,305

2,704,733

42.9% 

39.6% 

50.1% 

35.6% 

0.0% 0

4,366,4556,262,819

繰入金

諸収入

0

合　計 74,942,305 37,856,855 合　計

4,050,700

災害復旧費　ほか69.7% 

50.5% 

市　債

地方消費税交付金　ほか

33.3% 

29.4% 

58.2% 

6,958,727

消防費

商工費

土木費

738,128 30.0% 

28.0% 

1,046,579

2,769,782

49,684

26,680,269

11,518,267

1,491,855

3,086,681 2,441,690

36.1% 

2,754,199

会 計 別

39.1% 

36.1% 

40.4% 

41.7% 1,872,360

1,971

5,953,606

執行率支出済額

11,090,459

1,773,982

63,817

収入率収入済額
現計予算額

45.3% 

73.8% 

16.6% 

132

5,531,775

教育費

公債費

歳　　出歳　　入

36.0% 

この財政状況の公表は、市の財政がどのように運営されているか、また、どのような状況にあるのか

を市民の皆様に広く知っていただくためのものです。市民の皆様には、市財政について、なお一層の

ご理解をいただき、市勢発展のためにご協力をお願いします。

・一般会計･･･地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計。

・特別会計･･･一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して経理するための会計。

・地方交付税･･･地方公共団体の自主性を損なわずに地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的
　　　　　　　 な運営を保障するために、国が地方公共団体に対して交付する税。
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◎市有財産の状況 （令和6年3月31日現在）

◎市税の状況

1

(1)

(2)

2

3

4

5

◎市債・一時借入金の状況

（令和6年9月30日現在）

611,982千円

物　　品

645,177千円

一時借入金残高

50,793,509千円

(現年分)

土　　地

600,374㎡

4件

21,409,832千円

都市計画税

43,579千円

1,142,525千円

分区分区

・一時借入金･･･市がその年度内に、支出に係る現金に不足が生じた場合、その不足を補うために一時
               的に金融機関などから借り入れるお金。

区　　分

出資による権利

 個 人

26,878,302千円

軽自動車税

6年度予算額

市債借入残高

8,626,623千円

1,205,346千円

9,790,161千円

・企業会計･･･地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける公営企業の会計。水道事業、病院事業な
             ど主として事業運営のための経費を事業運営に伴う収入を持って賄っている事業（独立
             採算を原則とする事業）がこれに属します。

一般会計

合  計

42,696,299千円

0千円

0千円

0千円

・市債･･･松阪市が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会
　　　　 計年度を越えて行われるもの。いわゆる松阪市の借金で、市債を起こすことを「起債」とい
　　　　 います。

特別会計

企業会計

0千円

0千円

7,558,714千円

93,489,808千円

222,638千円

市民税

物　　権

建　　物

金基券証価有

1,067,909千円 法 人

固定資産税

区　　分

市たばこ税

合  計

現　在　高

債　　権

29,961,900㎡

現　在　高

車両182台
その他重要備品1,270点

※人口・世帯数は住民基本台帳を基にしています。

令和6年9月30日 現 在

人 口 156,325 人

世帯数 74,924 世帯

市債は、例えばこんな施設を建設・
整備するために借りています！

市債は施設・設備の耐用年数内で
返済が終わるように借り入れます。
建設・購入時に全て負担するのでは
なく、市債の返済を通じて、将来に
わたって利用する市民みんなで公平
に費用を負担しています。
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◎令和5年度一般会計決算の状況

《歳　入》 《歳　出》（目的別） (単位:千円)

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

法人事業税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料 《歳　出》（性質別） (単位:千円)

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

市債

自動車取得税交付金

15,568,798

0.1% 

100.0% 

0.1% 

2.4% 

9.2% 

6,344,881

1,282,923

4,007,639

404,670

172,300

36,924

0.5% 

4,402,917

1.0% 

90,121

0.5% 

7.1% 0.2% 

構成比

人件費

0.1% 

0.1% 

7.1% 

13,133,244

6,049,407

92,691

0.0% 

維持補修費

5,196,896

9,109,558

公債費

物件費

諸支出金

公債費

災害復旧事業費

1,520,758

14,045,706

2.0% 

4,920,682 6.5% 

1.7% 

18.4% 

0.1% 

20.4% 

2.3% 

438,089 0.6% 

国有提供施設等所在市町
村助成交付金

362 0.0% 

4.8% 

43,611

9.5% 

区　分

(単位:千円)

1,863,289

0.1% 

0.0% 

3.2% 

6,967,597教育費

議会費

693,495

6.0% 

8.7% 

労働費

30,836,498

農林水産業費

衛生費

0.1% 

101,736

民生費

8.4% 

2.6% 5.3% 

商工費

6,155,133

42.2% 

総務費

180,279 0.3% 

8,176

0.9% 

0.2% 

22,315,012 29.3% 349,949

164,177

支出済額区　分 構成比

土木費

756,217

1,738,447

消防費

92,691

合　計

2,305,363

支出済額区　分

6,737,777

災害復旧費

収入済額 構成比

100.0% 

3,671,641

合　計

投資及び出資金・貸付金

0.0% 

合　計 76,179,855 100.0% 積立金

繰出金

73,093,174

14,471

786,466

4.3% 

9.3% 

12.5% 

18.0% 

1.0% 

11,764,568 16.1% 

8.3% 

23.2% 

5.3% 

1,784,834

82,357

3,162,235

73,093,174

16,933,554扶助費

5,196,896

6,812,447

普通建設事業費

補助費等

4,023,193

5,528

市税

29.3%

地方交付税

20.4%
国庫支出金

18.4%

県支出金

6.5%

市債

5.3%

地方消費税

交付金

5.3%

繰越金

4.8%

繰入金

1.7%
寄附金 ほか

8.3%

民生費

42.2%

教育費

9.5%
土木費

9.2%

総務費

8.7%

衛生費

8.4%

公債費

7.1%

商工費

6.0%

消防費

3.2%
農林水産業費 ほか

5.7%

歳入

歳出

令和5年度一般会計の決算額は、歳入761億7,985万5千円、歳出730億9,317万4千円で歳入
歳出差引額30億8,668万1千円となり、また、このうち翌年度へ繰り越される事業の繰り越
すべき財源を控除した実質収支額は24億1,056万円の黒字となりました。
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◎令和5年度一般会計の主な費目

(単位:千円)

費理管校学費務総祉福人老

費食給校学費援支合総者害障

費導指育教）費護保活生（費助扶

費局務事費園育保立私

費理管園稚幼費務総祉福童児

費理管般一費道水下

費局興振域地費持維路道

費進推TI費務総うょり橋路道

費理管事人費良改設新うょり橋

費理管産財費良改設新路道

金元費防予

子利費院病

－費理処芥塵

－費務総掃清

－費地墓場葬火

◎令和5年度特別会計決算の状況

704,267

会 計 別

45,690

収入済額

29,610,361 27,869,191

差引額

1,741,170

526,530

5,874

 後期高齢者医療事業

6,565

4,342,411

 国民健康保険事業

4,388,101

(単位:千円)

支出済額

667,206

16,258,315

656,57018,919,600

16,784,845

19,576,170

2,828,042

780,099

712,230

1,211,094

918,112

2,955,371

小　区　分

3,708,113

教育費

6,967,597

(9.5%)

総務費

(単位:千円)

大区分
支出済額
(構成比)

小　区　分
大区分
支出済額
(構成比)

4,828,350

6,096,776

662,713

支出済額

1,152,598

863,626

3,121,118

 競輪事業

(42.2%)

941,962

488,056

713,605

290,522

30,836,498

民生費

土木費

6,737,777

(9.2%)

衛生費

6,155,133

支出済額

1,013,523

1,299,709

304,754

127,060

5,069,836

469,180

6,344,881

(8.7%)

公債費

5,196,896

(7.1%)

 介護保険事業

691

(8.4%)

412,693265,084

 住宅新築資金等貸付事業

前ページの目的別歳出の区分は、目的に従い、大、中、小の区分に分類されています。令和5年度

一般会計の構成比の高い６つの大区分の内、支出済額が多い５つの小区分は下表のとおりになり

ました（※財政の用語では、大、中、小の区分はそれぞれ款、項、目と呼びます）。
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◎令和5年度市債の使途

松阪市では、令和5年度に40億2,319万3千円を借入れました。市債は主に建物の建造や改
築工事に使われますが、道路や河川などの整備にも市債が使われており、市民の皆さんの
生活を支えています。市債が使われた例を次のとおり紹介します。

本庁舎本館太陽光発電設備設置工事

（市役所本庁舎）

朝見上地区舗装工事

（朝田町地内）

消防団　消防車庫建替え

（松阪方面団　中央分団）

篠田山斎場大規模改修工事

（久保町地内）

嬉野中学校校舎大規模改造工事

（嬉野下之庄町）
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財政健全化法とは･･･？

◆財政の健全化

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)は地方公共団体の財政状
況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を図るた
めに施行されました。地方公共団体は毎年度の決算状況をもとに健全化判断比率・資金不
足比率を算定し、それをもとに財政の健全化・経営の健全化に取り組むこととされていま
す。具体的には健全化判断比率、資金不足比率ともに、法律が定める一定基準(早期健全化
基準、財政健全化基準、経営健全化基準)を超えると、比率の段階に応じて、財政健全化計
画、財政再生計画、また経営健全化計画を策定しなければなりません。
　計画策定団体である財政健全化団体や財政再生団体になった場合には、それぞれのス
キーム（枠組み）に従って財政の健全化を図ることとなります。また、水道事業や下水道
事業、病院事業といった企業会計においては資金不足比率が経営健全化基準を上回ると、
経営健全化計画を策定し経営の健全化に取り組む必要があります。こうなった場合には、
行政サービスの縮小や廃止、公共料金の値上げなど市民生活に直接の影響を与えることと
なりますので、重要な指標となっています。

指標

財政健全化法のイメージ

健
全
財
政

財
政
悪
化

高低

早期健全化段階 再生段階健全段階

自主的な改善努力

・財政健全化計画の策定

・実施状況を毎年度議会
に報告し公表

・外部監査の要求の義務
付け

情報開示の徹底

・監査委員の審査に
付し、議会に報告し
公表

国等の関与による
確実な再生

・財政再生計画の策定

・借金の制限

・外部監査の要求の義
務付け

早期健全化基準 財政再生基準

財政健全化法は、基準未満で
あれば健全というラインを引くた
めというよりも、むしろ、予防の
ためにあるといわれています。

地方公共団体が指標を意識し

て、経営を改善するようになるこ

とを狙いとしています。
実際に、平成21年度と比べて、

右記のとおり数値は改善されて
います。

参考・参照 総務省「地方公共団体の財政の健全化」
https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html

財政健全化法の施行による

財政健全化団体数の比較

平成21年度 令和4年度
財政健全化団体 14団体 → 0団体

主
な
対
応
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※赤字が生じていない場合や、数値がマイナスとなった場合は「－」で表示しています。 

資金不足比率の状況（下記解説(5)）

※資金不足額が生じない会計は「－」で表示しています。

（１）実質赤字比率

（２）連結実質赤字比率

（３）実質公債費比率

（４）将来負担比率

（５）資金不足比率

 公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。

－

2.0%

－

－

令和4年度区分

-0.5%

－

◎令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

財政再生基準

20.00%

30.00%

増減令和5年度

－

－

実質赤字比率

早期健全化判断基準

健全化判断比率の状況（下記解説(1)～(4)）

－－

－下水道事業会計

1.5%

－

－

11.42%

16.42%

25.00%

350.00%

35.00%

－

－

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

%0.02計会業事道水

－

－

－

松阪市民病院事業会計

－

20.0%

20.0%

－

水道・下水道事業や市民病院事業など公営企業会計を含む「松阪市の全会計」に生じて
いる赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものです。

『一般会計等の元利償還金』および『公営企業債の償還に係る一般会計からの繰出金等
（準元利償還金）』の標準財政規模に対する比率（３ヶ年平均）です。

『公営企業、出資法人等を含めた一般会計等が将来負担すべき実質的な負債』の標準財
政規模に対する比率です。

経営健全化基準増減令和5年度令和4年度特別会計名

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、そ
の地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したものです。

－

松阪市の健全化判断比率について

• 松阪市の健全化判断比率は上記の比率となり、令和4年度決算と比較して、実
質公債費比率が0.5％減少しました。また将来負担比率は令和4年度決算に引
き続き、マイナスとなり、実質赤字比率、連結実質赤字比率とともに、－(ハイフ
ンバー)表示となりました。

• 資金不足比率については令和4年度決算に引き続き、令和5年度決算において
も資金不足は生じませんでした。
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公金保管状況（令和6年9月30日現在）

（水道事業、病院事業、下水道事業会計含む）

・公金･････････①市の歳入歳出に属する現金（歳計現金）、②市の所有に属さないが、地方
               自治法の規定によって市が保管している現金（歳入歳出外現金）、③特定の
               目的のために積立・運用する現金（基金）、④歳出予算内の支出で歳計現金
               に不足が生じた場合に借り入れるお金（一時借入金）、以上4つのお金のこと
　　　　　　　 をいいます。

備　　　考

　預入先金融機関数　4ヶ所

　預入先金融機関数　1ヶ所

　預入先金融機関数　1ヶ所

みえグリーンボンド　他

6,386,373

6,161,935

50,778,529

区　　　分

定　期　預　金

普　通　預　金

現　　　金 336,607

   〒515-8515
   三重県松阪市殿町1340番地1
         松阪市役所　総務部財務課財政係
         ＴＥＬ　0598-53-4317
         ＦＡＸ　0598-26-4030

https://www.city.matsusaka.mie.jp
       E-mail:zai.div@city.matsusaka.mie.jp

◎松阪市の公金保管状況について

普通預金（決済性）

債　　　券

・決済性の預金･･･①利息がつかない（無利息）、②いつでも払い戻し請求ができる（要求払
                 い）、③振込等の決済サービスに利用できる、以上3つの条件を満たす預金
                 のことです。こちらはペイオフの際、全額が保護されています。

・ペイオフ･････万が一金融機関が破綻した場合に、預金保険機構から預金者に直接保険金の
               給付として支払いを行うことです。預金の種類によって全額保護か定額保護
　　　　　　　 かが異なり、定額保護の場合は1人あたり上限1,000万円に加えて、破綻日ま
               での利息が保護されます。

合　　　計

金額（千円）

37,173,614

720,000

定期預金

73.2%

普通預金

12.6%

普通預金

（決済性）

12.1%

債券

1.4%
現金

0.7%　令和６年９月末現在の松阪市の公金現在
高は、５０７億７,８５２万９千円となって
います。
　公金については、元本の安全性を第一に
考え、預入先の経営状況を確認しながら確
実な保管、運用に努めています。
　保管に際しては支払準備金の確保のため、
元本に損失が生じない指定金融機関の決済
性の普通預金口座での保管を原則としてい
ます。
　そのうえで資金に余裕が見込まれる場合
には、預貯金債権と借入債務の相殺を勘案
するなどのペイオフ対策を講じたうえ、安
全性を最優先した確実かつ効率的な運用を
行っています。
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